
　令和6年1月1日に能登半島地震が発生し、石川県を中心に甚大な被害をもたらしました。
　南海トラフ地震が、今後30年以内に70%以上の確率で発生するといわれています。岐阜市
の最大震度は6強になると想定されており、大きな被害を受ける可能性があります。家庭でで
きる地震対策を行うことで、地震が発生した際の被害を抑え、命を守ることにつながります。

寝室の家具固定を実施 無料

◆対象者　次のいずれかを満たす人　①高齢者（65歳以上）のみ
の世帯　②要介護認定者　③身体障害者手帳、療育手帳、精神
障害者保健福祉手帳を持っている
◆対象となる家具　寝室に設置された家具（家電製品を除く） 
※1世帯につき2点まで　
◆申込・ 　5月7日㈫～12月27日㈮に市ホームページの申込
フォームまたは申請書を郵送もしくは開庁日時に直接都市防災政
策課（〒500-8701司町40－1市庁舎6階・ 267－4763）へ。申
請書は同課、各事務所・コミュニティセンター・公民館・地域包
括支援センター・老人福祉センターで入手可。

 1001350

木造住宅無料耐震診断・
耐震改修工事の費用補助などを受け付け

❶木造住宅無料耐震診断を行います
◆対象　昭和56年5月31日以前着工の一戸建て木造住宅（一戸建て木
造住宅以外は一部補助） ※本人確認できるもの（運転免許証、マイナ
ンバーカードなど）と家屋の課税明細書が必要　
◆受付予定数　220戸
❷木造住宅耐震改修工事の費用を補助
◆対象　昭和56年5月31日以前着工の木造住宅で、
耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満かつ岐阜
県木造住宅耐震相談士が設計・監理する工事　
◆補助金額　上限200万円（要件による） ※申請前に事前相談が必要
◆受付予定数　15戸
❸ブロック塀等撤去費を補助　
◆対象　道路または避難地に面する、高さ60㎝以上かつ長さ1m以上のブロッ
ク塀、石鳥居、石灯籠など　
◆補助金額　上限30万円（要件による） ※申請前に事前相談が必要
◆受付予定数　90件　
【共通】◆申請方法・ 　5月7日㈫～10月31日㈭に市ホームペー
ジの申込フォームまたは開庁日時に直接建築指導課（〒500-8701
司町40－1市庁舎17階・ 265－3904）へ。予算額に達した時点
で受け付け終了（同日受け付けは後日抽選）。

診断
無料

補助上限額を
約2倍に拡充
(令和5年度比）

 1002463

ブロック塀の点検を
　地震時にブロック塀が倒壊する恐れがないか、チェックポイ
ントを参考に点検をしましょう。点検の結果、危険性が確認さ
れた場合には、付近通行者への速やかな注意表示や補修、撤去
などの対応をお願いします。
◎詳細は、市ホームページ（  1002457）に掲載。

《チェックポイント》 
　次の項目でブロック塀を
点検し、不適合項目がある
場合は建築士などの専門家
へ相談してください。

□ 1 塀は高すぎないか
　・塀の高さは地盤から

　　2.2ｍ以下か

□ 2 塀の厚さは十分か
　・塀の厚さは10㎝以上か

　　（塀の高さが2ｍ超

　　2.2ｍ以下の場合は

　　15㎝以上）

□ 3 控え壁はあるか
　　（塀の高さが1.2ｍ超の場合）
　・塀の長さ3.4ｍ以下ごとに、

　　塀の高さの1/5以上突出した控え壁があるか

□ 4 基礎があるか
　・コンクリートの基礎があるか

□ 5 塀は健全か
　・塀に傾き、ひび割れはないか

□ 6 塀に鉄筋は入っているか
　＜専門家に相談しましょう＞

　・塀の中に直径9mm以上の鉄筋が縦横とも80㎝間隔以下で

　　配筋されており、縦筋は壁頂部および基礎の横筋に、

　　横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けされているか

　・基礎の根入れ深さは30㎝以上か（塀の高さが1.2ｍ超の場合）

 建築指導課 265－3904

出典：パンフレット

「地震からわが家を守ろう」

日本建築防災協会　2013.1より一部改

地震に備え
事前の対策をしましょう

　納付期限（翌月末日）までに納めましょう。納付方法は、納付書に
よる現金納付、口座振替、クレジットカード納付があります。
▼口座振替　
◆申込先　希望の金融機関または岐阜北年金事務所　
◆持ち物　納付書または年金手帳（もしくは基礎年金番号通知書）、
通帳、金融機関届出印
▼クレジットカード納付　
◆申込先　岐阜北年金事務所　
◆持ち物　納付書または年金手帳（もしくは基礎年金番号通知書）、
クレジットカード
●前納すると割引があります　
◎詳細は、日本年金機構ホームページをご覧ください。

 岐阜北年金事務所 294－6364
　〈自動音声案内に従って「2」→「2」の順に番号を押してください〉

　国民年金制度では、本人の所得が一定額以下の学生を対象に、在学中の保険料
の納付が猶予される「学生納付特例制度」を設けています。承認期間は、申請年度
の4月から翌年3月までの1年間です。新規の申請のほか、今年度も継続を希望さ
れる場合は、申請が必要です。なお、承認期間は老齢年金や障害年金の受給に必
要な期間に算入されますが、年金額には反映されません。しかし、10年以内で
あれば保険料を追納することができます。
※過去の学生納付特例制度もさかのぼって申請できます（最大で2年1か月分）。
◆申請先　国保・年金課と各事務所＝午前9時30分～午後4時15分、岐阜北年金
事務所＝平日の午前8時30分～午後5時15分　
◆持ち物　年金手帳（もしくは基礎年金番号通知書）、在学期間がわかる学生証の
表裏の写しまたは証明書（原本） 
・・代理申請の場合＝委任状および代理人の本人確認書類　
・・離職者の場合＝雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証など　
※マイナポータルから電子申請も可。
◎詳細は、日本年金機構ホームページをご覧ください。

 国保・年金課（〒500-8701司町40－1市庁舎1階・ 214－2086 ）、岐阜北年
金事務所（大福町3－10－1・ 294－6364〈自動音声案内に従って「2」→「2」の順
に番号を押してください〉）

令和6年度（４月～来年３月分）の国民年金保険料は、
月額16,980円に決まりました。

令和6年度の国民年金保険料が決まりました令和6年度「国民年金学生納付特例」の
新規・継続の申請はお済みですか？

3 広報ぎふ  1979号広報ぎふ  1979号 【ページ番号検索】市ホームページには「ページ番号検索」機能があります。7桁の番号を入力
すると直接該当ページにアクセスできます。(掲載例：  1234567) 
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軽
自
動
車
税（
種
別
割
）の
納
期
限

は
5
月
31
日
㈮
で
す
。
納
税
通
知
書

は
5
月
上
旬
に
発
送
予
定
で
す
。
5

月
中
旬
ま
で
に
届
か
な
い
場
合
は
税

制
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
軽
自
動
車
税（
種
別
割
）は
、
原
動

機
付
自
転
車
、
小
型
特
殊
自
動
車
、

軽
自
動
車（
二
輪
、
三
輪
、
四
輪
以

上
）、
二
輪
小
型
自
動
車
の
4
月
1
日

現
在
の
所
有
者
な
ど
に
課
税
さ
れ
ま

す
。
月
割
制
度
が
な
く
、
4
月
2
日

以
降
に
譲
渡
や
廃
車
を
さ
れ
て
も
年

税
額
を
全
額
納
め
て
い
た
だ
き
ま
す
。

◎
身
体
障
害
者
手
帳
な
ど
を
お
持
ち

の
人
で
要
件
を
満
た
す
場
合
は
、
軽

自
動
車
税（
種
別
割
）の
減
免
を
受
け

ら
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
1
人
1
台
に

限
り
、
他
の
軽
自
動
車
や
普
通
自
動

車
で
減
免
さ
れ
て
い
る
場
合
は
受
け

ら
れ
ま
せ
ん
。
新
た
に
申
請
す
る
人

は
、
5
月
31
日
㈮
ま
で
に
手
続
き
を

し
て
く
だ
さ
い
。
障
が
い
の
程
度
な

ど
条
件
に
よ
り
減
免
で
き
な
い
場
合

も
あ
り
ま
す
の
で
、
詳
細
は
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

 

税
制
課
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必
ず
納
期
限
ま
で
に
納
め
ま
し
ょ

う
。
詳
細
は
納
税
通
知
書（
5
月
7

日
㈫
発
送
）を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
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◆
平
日
夜
間
　

5
月
2
日
・
9
日
・

16
日
・
23
日
・
30
日
の
各
㈭
午
後
5

時
30
分
～
8
時
　

◆
休
日
　

5
月
5
日
・
12
日
・
19
日
・

26
日
の
各
㈰
午
前
10
時
～
午
後
3
時

◆
持
ち
物
　
納
税
通
知
書
ま
た
は
保

険
料
納
入
通
知
書
、
本
人
確
認
で
き

る
も
の（
運
転
免
許
証
、
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
な
ど
） 

◆
場
所
・

　
納
税
課（
市
庁
舎
3

階
・

214
2
0
9
8
）

◆
日
時
　

5
月
5
日（
日
・
祝
）・
25
日

㈯
の
午
前
9
時
15
分
～
正
午
　

◆
場
所
　
市
民
課（
市
庁
舎
1
階
）お

よ
び
各
事
務
所（
市
内
7
カ
所
） 

※
原
則
予
約
制
　

◎
詳
細
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（

 

1
0
1
6
7
2
6
）に
掲
載
。

 

市
民
課
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◆
日
時
　

5
月
21
日
㈫
午
後
1
時
30

分
～
3
時（
1
件
あ
た
り
20
分
以
内
）

◆
場
所
　
高
齢
福
祉
課
相
談
室（
市

庁
舎
1
階
） 

◆
相
談
内
容
　
相
続
、

遺
言
な
ど
の
法
律
関
係
　
◆
相
談
料

無
料
　
◆
申
込
・

　
5
月
17
日
㈮

ま
で
の
開
庁
日
時
に
電
話
で
成
年
後

見
セ
ン
タ
ー

269
5
5
0
1
へ
。
申

込
者
多
数
の
場
合
は
希
望
に
添
え
な

い
場
合
あ
り
。

●
5
月
は「
宅
地
防
災
月
間
」

　
宅
地
防
災
に
対
す
る
意
識
の
向

上
・
普
及
を
目
的
に
、
梅
雨
の
時
期

を
控
え
た
5
月
を「
宅
地
防
災
月
間
」

と
定
め
、
注
意
を
促
し
て
い
ま
す
。

ご
家
庭
で
も
、
次
の
点
に
つ
い
て
自

宅
周
辺
を
点
検
し
、
該
当
す
る
場
合

は
適
切
な
処
置
を
し
て
く
だ
さ
い
。

①
石
垣
・
擁
壁（
よ
う
へ
き
）に
亀
裂

な
ど
が
入
っ
て
い
た
り
、
割
れ
目
か

ら
地
下
水
が
し
み
出
し
て
い
る
　

②
石
垣
・
擁
壁
な
ど
の
水
抜
き
穴
か

ら
う
ま
く
水
が
流
れ
出
て
い
な
い
　

③
地
盤
が
沈
下
し
て
い
る
　

④
排
水
の
た
め
の
溝
に
泥
な
ど
が
つ

ま
っ
て
い
る
　

◎
点
検
方
法
な
ど
、
詳
細
は
国
土
交

通
省
ま
た
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（

 

1

0
0
8
1
1
2
）を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

 

建
築
指
導
課

214
4
5
0
9

成
年
後
見
制
度
に
関
す
る

相
談
会（
司
法
書
士
）

市
税
・
国
民
健
康
保
険
料

平
日
夜
間
・
休
日
納
付

相
談
窓
口
を
開
設

　
6
月
19
日
㈬
を
調
査
期
日
と
し

て
、
試
験
調
査
が
実
施
さ
れ
ま
す
。

国
勢
調
査
の
実
施
に
先
立
ち
、
調
査

方
法・事
務
な
ど
の
最
終
的
な
検
証
を

行
う
た
め
の
、
国
の
統
計
調
査
で
す
。

　
市
で
は
、
市
内
10
調
査
区
約
500
世

帯
を
対
象
に
実
施
し
ま
す
。
調
査
票

は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
ま
た
は
郵
送
な
ど

で
提
出
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
調
査

員
は「
調
査
員
証
」を
携
行
し
て
い
ま

す
の
で
、
ご
自
宅
に
伺
っ
た
際
は
、

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

 

統
計
分
析
課
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平
成
26
年
5
月
23
日
に「
難
病
の

患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法

律
」が
成
立
し
た
こ
と
を
記
念
し
て
、

日
本
難
病
・
疾
病
団
体
協
議
会
に
よ

り
、
5
月
23
日
は「
難
病
の
日
」に
登

録
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
難
病
は
、
人
口
の
一
定
の
割
合
で

発
症
す
る
と
い
わ
れ
て
お
り
、
決
し

て
特
別
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

あ
な
た
の
身
近
な
人
が
難
病
で
治
療

し
て
い
る
か
も
し
ま
せ
ん
。
こ
の
日

を
き
っ
か
け
に
、
難
病
や
難
病
の
患

者
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
ま
し
ょ
う
。

 

保
健
所
地
域
保
健
課

252
7
1
9
1

　
市
で
は
、
清
潔
で
美
し
く
快
適
な

ま
ち
づ
く
り
を
実
現
す
る
た
め
、
5

月
30
日
を「
環
境
美
化
の
日
」と
定
め

て
い
ま
す
。
こ
の
日
を
中
心
に
、
市

内
各
地
域
で
市
民
一
斉
清
掃
が
実
施

さ
れ
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ

さ
い
。
ま
た
、
普
段
か
ら
ご
み
を
ポ

イ
捨
て
し
た
り
、
ペ
ッ
ト
の
ふ
ん
を

放
置
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

 

資
源
循
環
課
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2
1
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8

　
市
内
で
は
、
駅
周
辺
に
お
け
る
自

令
和
７
年
国
勢
調
査
第
3

次
試
験
調
査
に
ご
協
力
を

転
車
盗
難
被
害
が
目
立
ち
ま
す
。
大

切
な
自
転
車
を
盗
ま
れ
な
い
よ
う
、

次
の
対
策
を
し
て
く
だ
さ
い
。ま
た
、

不
審
な
人
を
見
か
け
た
ら
、
警
察
へ

の
通
報
を
お
願
い
し
ま
す
。

①
す
ぐ
戻
る
場
合
も
必
ず
鍵
を
か
け
る

②
備
え
付
け
の
鍵
の
ほ
か
、
ワ
イ

ヤ
ー
錠
を
す
る
な
ど
、
二
重
三
重
に

鍵
を
か
け
、
盗
ま
れ
に
く
く
す
る

③
防
犯
カ
メ
ラ
が
設
置
さ
れ
て
い
る

な
ど
、
で
き
る
限
り
管
理
さ
れ
た
駐

輪
場
を
利
用
す
る

 

市
内
各
警
察
署
、
代
表

：

岐
阜

中
警
察
署

263
0
1
１
０

●
5
月
は「
消
費
者
月
間
」

　
最
近
で
は
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ（
ソ
ー
シ
ャ

ル・ネ
ッ
ト
ワ
ー
キ
ン
グ・サ
ー
ビ
ス
）

や
ネ
ッ
ト
広
告
を
利
用
す
る
な
ど
、

悪
質
商
法
の
手
口
が
巧
妙
に
な
っ
て

い
ま
す
。被
害
に
遭
わ
な
い
た
め
に
、

次
の
点
を
心
得
ま
し
ょ
う
。

①「
も
う
か
り
ま
す
」そ
ん
な
言
葉
に

ご
用
心
　

②
何
の
用
？
し
っ
か
り
聞
こ
う「
身

分
と
用
件
」 

③
迷
っ
た
ら
、
1
人
で
決
め
ず
、
ま

ず
相
談
　

④
簡
単
に
契
約
書
類
に
署
名
、
押
印

し
な
い

 

岐
阜
県
警
察
本
部
生
活
環
境
課
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◆
対
象
者
　
重
度
の
身
体
障
が
い
が

あ
る
人（
身
体
障
害
者
手
帳
1
級
・

2
級
）ま
た
は
重
度
の
知
的
障
が
い

が
あ
る
人（
療
育
手
帳
A
・
A
1
・

A
2
） 

◆
配
布
内
容
　
通
常
郵
便
葉
書
・
1

人
20
枚
　
◆
申
込
　

5
月
31
日
㈮
ま

で
に
各
手
帳
を
持
参
の
上
、
最
寄
り

の
郵
便
局
へ
。申
込
書
の
郵
送
も
可
。

◎
詳
細
は
、
日
本
郵
便
㈱
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
掲
載
。

 

日
本
郵
便
㈱
お
客
様
サ
ー
ビ
ス

相
談
セ
ン
タ
ー

0
1
2
0〈

23
〉

2
8
8
6

青
い
鳥
郵
便
葉
書

（
は
が
き
）を
無
償
配
布 

「
5・3・0（
ご
み
ゼ
ロ
）

運
動
」に
ご
参
加
を

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

休
日
窓
口
を
開
設（
申
請
・

交
付・更
新
手
続
き
な
ど
）

難
病
へ
の
理
解
を

軽
自
動
車
税（
種
別
割
）

納
税
通
知
書
を
送
付

　令和5年中の所得が所得上限限度額（市ホー
ムページ〈  1003572〉に掲載）を下回る場
合、児童手当・特例給付認定請求が必要です。
※公務員は所属庁で申請
◆請求方法・ 　5月1日㈬～31日㈮（必着）
の開庁日時に請求書を子ども支援課（〒500-
8701司 町40－1市 庁 舎2階・ 214－2146）
または各事務所へ。子ども支援課へは郵送も
可。期限外でも市町村からの住民税の通知書などにより、所得上限
額を下回ることとなった事実を知った日の翌日から15日以内であ
れば請求できます。
※すでに児童手当・特例給付の支給がある人は請求不要。
※令和6年10月分から児童手当の制度改正（所得制限撤廃、支給対
象を高校生まで拡充、第3子以降の増額など）が予定されています。
制度の詳細が決定後、ご案内します。

◆対象者　次に掲げる要件を全て満たす市内に本社を有する中小企業者　
①採用ブランディングに関する計画を策定
②県が運営する「ジンチャレ！求人ぎふ」に求人を掲載　③市税の滞納がない　
◆補助金額　対象経費の2分の１　※上限50万（1回限り） 
◆申込・ 　12月27日㈮（必着）までに申請書類を郵送または開庁日時に直接労働
雇用課（〒500-8701司町40－1市庁舎13階・ 214－2358）へ。※事前相談が必要。
◎詳細は、市ホームページ（  1023136）に掲載。

　病気や障がいが理由で、子ども用車椅子を使用しないと移動できない子どもが
います。子ども用車椅子は、公共交通機関利用時や混雑した場所でも折りたたむ
ことは容易ではなく、また重量があり持ち上げることが困難です。
　外観からベビーカーと誤認されやすいため、周囲の皆さんのご理解と、温かい
配慮をお願いします。

 障がい福祉課 214－2135

自
動
車
税（
種
別
割
）の

納
期
限
は
5
/

31
㈮

が
け
崩
れ
や
土
砂
流
出

に
よ
る
災
害
の
防
止
を

自
転
車
盗
難
防
止
の
対
策
を

悪
質
商
法
被
害
防
止
の
心
得

所得上限超過のため児童手当の認定を
受けていない人へ

児童手当・特例給付認定請求のご案内
県外から新卒人材の採用活動を行う事業者を支援

～新卒人材採用ブランディング補助金～

子ども用車椅子を使用する人へ温かい配慮を
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